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第 1章　総則

総則

1　目的

個人情報保護法（以下、第 1部において「本法」という）は、デジタル社

会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情

報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他

の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共

団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等に

ついてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情

報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正か

つ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産

業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するもの

であることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保

護することを目的とする（本法 1条）。

平成28年法律第51号による改正前の行政機関個人情報保護法の目的規定

においては、「行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を

保護することを目的とする」と定められていた。平成28年法律第51号によ

る行政機関個人情報保護法改正で行政機関非識別加工情報制度が導入さ

れ、行政機関が保有する個人情報を非識別加工して、民間事業者による有

効活用を期待することとなったため、「個人情報の有用性に配慮」するこ

とも目的に追加された。令和 3年法律第37号による改正で、行政機関個人

情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法は廃止され、本法に統合され

た。また、地方公共団体の保有する個人情報の保護についても、基本的に

本法で定めることになった。そのため、本法の目的規定は、民間部門と公

的部門の双方の個人情報の保護と利用について定めることになった。本条

第１章

の「行政機関等」には、地方公共団体の機関（議会を除く）も含まれる（本

法 2条11項 2 号）。「新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな

国民生活の実現に資するものであること」は、個人情報の有用性の例示で

ある。「行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り……個人

情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とす

る」とは、個人の権利利益の保護を絶対視するわけではなく、行政機関等

の事務及び事業の適正かつ円滑な運営や個人情報の有用性にも配慮する

が、これらを対等に比較衡量するのではなく、個人の権利利益の保護を最

重要視することを意味している。

2　対象機関

本法 2条 8項で定義する行政機関は、ⅰ法律の規定に基づき内閣に置か

れる機関（内閣府を除く）及び内閣の所轄の下に置かれる機関、ⅱ内閣府、

宮内庁並びに内閣府設置法49条 1 項及び 2項に規定する機関（これらの機
関のうち本法 2条 8項 4号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当

該政令で定める機関を除く）、ⅲ国家行政組織法 3条 2項に規定する機関
（本法 2条 8項 5号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で

定める機関を除く）、ⅳ内閣府設置法39条及び55条並びに宮内庁法16条 2 項

の機関並びに内閣府設置法40条及び56条（宮内庁法18条 1 項において準用す

る場合を含む）の特別の機関で、政令で定めるもの、ⅴ国家行政組織法 8

条の 2の施設等機関及び同法 8条の 3の特別の機関で、政令で定めるも

の、ⅵ会計検査院である。

ⅰの「法律の規定に基づき内閣に置かれる機関（内閣府を除く）」とは、

健康・医療戦略推進法20条の規定に基づく健康・医療戦略推進本部等であ

り、「内閣の所轄の下に置かれる機関」とは、現在は、人事院のみであ

る。ⅱの内閣府設置法49条 1 項に規定する機関とは、内閣府にその外局

（宇賀・行政法概説Ⅲ189頁以下）として置かれる委員会（国家公安委員会、

公正取引委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会）又は庁（金融庁、
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第 2章　防災行政における個人情報の利用と保護

防災行政における
個人情報の利用と保護

1　災害対策基本法改正の経緯

（ 1）災害時要援護者の避難支援の強化充実の必要性

災害の犠牲者に高齢者や障害者が多いことは周知の事実である。東日本

大震災においても、死者の約 6割は高齢者（65歳以上）であり、障害者が

占める死亡率の割合は健常者のそれと比較して約 2倍であったと推計され

ている。したがって、災害時に自ら迅速な避難行動をとることが困難な災

害時要援護者の避難支援の強化充実が、喫緊の課題になっている。この問

題が強く認識される契機になったのが、2004年 7 月に発生した新潟県・福

島県での豪雨水害、同年10月に発生した中越地震、台風23号水害であり、

同年に発生した風水害による死者・行方不明者の約 6割が高齢者であっ

た。そのため、2005年 3 月に内閣府・消防庁により「災害時要援護者の避

難支援ガイドライン」が作成され、翌年 3月に改訂されている（同ガイド
ライン作成前からの長野市における先駆的な取組みについて、村中洋介「『避難

行動要支援名簿』と個人情報保護」行政法研究41号162頁参照）。同ガイドライ

ンは、避難支援プランの策定を市区町村に勧奨し、避難支援体制の整備を

進めていくためには、平常時からの要支援者情報の収集・共有が不可欠で

あるとして、そのための 3つの方式（関係機関共有方式、手上げ方式、同意

方式）を挙げ、関係機関共有方式の積極的活用を推奨した（各方式につい

ては、宇賀＝鈴木・災害弱者の救援計画208頁以下参照）。このほか、「逆手上

げ方式」「推定同意方式」等とも呼ばれるオプトアウト方式をとる例もあ

る。オプトアウト方式をとる条例の例として、神戸市における災害時の要

援護者への支援に関する条例 7条 4項、中野区地域支えあい活動の推進に

関する条例 8条ただし書（地縁団体への提供に限る）、横浜市震災対策条例

第２章

12条 3 項、足立区孤立ゼロプロジェクト推進に関する条例 8条 1項ただし

書、 2項ただし書がある。なお、新潟県三条市は、個人情報保護条例 9条

1項 5号の「審議会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当な理由

がある」ときに目的外利用・提供を認める規定を活用し、災害時要援護者

の名簿登載についてオプトアウト方式をとっていた（同意方式の下での災
害時要援護者避難支援計画の例として、三木正夫「地域で見守る災害時要援護

者避難支援計画『新・地域見守り安心ネットワーク』」市政62巻 6 号16頁以下参

照）。

（ 2）関係機関共有方式採択への隘路

個人情報保護条例の目的外利用・提供禁止原則の例外に該当しない場合

には福祉部局が保有する高齢者・障害者等の個人情報を防災部局に利用さ

せることができず、また、民生委員、消防団、自治会等に提供できないと

いう法的制約が存在した。そして、かかる情報の目的外利用・提供が個人

情報保護条例に違反するか明確でないため、関係機関共有方式による災害

時要援護者名簿の作成やその利用・提供に踏み切れない例が多かった。

「高齢者の社会的孤立の防止対策等に関する行政評価・監視結果に基づ

く勧告」（2013年 4 月、総務省）によれば、要援護者情報の収集方法につい

て、関係機関共有方式を採用しているものは36. 4パーセント、関係機関共

有方式と同意方式の併用を採用（ 3方式併用を含む）しているものは25. 0

パーセントにとどまった。そして、災害時要援護者名簿の登録率（災害時

要援護者名簿の対象者に対する登録者の割合）については、関係機関共有方

式を採用している市区町村における平均登録率が81. 4パーセントである一

方、関係機関共有方式を採用していない市区町村では31. 9パーセントにと

どまっていた。このように、同意方式、手上げ方式では、平均して、災害

時要援護者の 3割程度しか登録されず、いかに登録率を高めるかが課題と

して認識されていた。同意方式の下で不同意であった者についても、避難

支援や安否確認を行わなくてよいということにはならないので、神戸市の

ように、緊急時における要援護者の安否の確認及び避難生活の支援のため
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支援や安否確認を行わなくてよいということにはならないので、神戸市の

ように、緊急時における要援護者の安否の確認及び避難生活の支援のため
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に災害の発生後直ちに情報の提供が行えるよう、当該不同意に係る要援護

者登録保留台帳を作成することとしている例もある（神戸市における災害

時の要援護者への支援に関する条例13条 1 項）。新潟県長岡市も、個人情報保

護審議会の了承を得て、不同意者の名簿を平常時から市の福祉・防災部

局、消防団、警察、地域包括支援センター等の公的機関で共有させてい

た。

（ 3）第 1弾の改正

未曾有の被害を惹起した東日本大震災を受けて、2011年 6 月17日に日本

弁護士連合会が「災害時要援護者及び県外避難者の情報共有に関する意見

書」を公表し、国に対し、災害救助法又は災害対策基本法に災害時要援護

者情報の関係機関共有を正当化する根拠規定を新設することを要望した。

このような背景のもと、内閣府は、2011年 9 月に「災害対策法制のあり方

に関する研究会」を開催した。また、同年10月に、中央防災会議の専門調

査会として、関係閣僚及び有識者からなる防災対策推進検討会議が設けら

れ、翌2012年 3 月 7 日、中間報告（「東日本大震災の教訓を活かし、ゆるぎな
い日本の再構築を」）（この中間報告については、志田文毅「東日本大震災を教

訓とした災害対策関連法制の見直しについて」地方財政51巻 8 号49頁以下参照）

が公表された。これを受けて、同月29日、中央防災会議が「防災対策の充

実・強化に向けた当面の取組方針」（志田・前掲52頁以下参照）を決定し

た。同方針においては、災害対策の法制に関わる課題のうち、大規模災害

時における対応の円滑化、迅速化等、緊急性が高いものから法制化の検討

を進め、関連法案の同年通常国会への提出を目指し、その他の法制上の課

題についても、2013年通常国会も含めて、引き続き国会への法案提出に向

けた検討を進めることとされた。そして、2012年 5 月 8 日、「災害対策基

本法の一部を改正する法律案」が閣議決定されて国会に提出され、衆議院

での修正を経て、同年 6月20日、全会一致で成立し、同月27日に公布され

た。この改正法の概要については、武田文男「災害対策基本法の見直しと

今後の課題（ 2・完）」自治研究89巻 1 号87頁以下、野口貴公美「東日本

大震災後の災害対策法制：災害対策基本法改正案と『教訓の伝承』（パネ
ルディスカッション～これからの社会安全と警察：東日本大震災の教訓、地域

の力で守る社会の安全）」警察政策15巻60頁以下、志田・前掲63頁以下、同

「東日本大震災を教訓とした災害対策関連法制の見直し『第 2弾』につい

て：『災害対策基本法の一部を改正する法律』及び『大規模災害からの復

興に関する法律』の概要」地方財政52巻 8 号50頁以下、伊藤光明「災害対

策基本法の一部を改正する法律」法令解説資料総覧376号 6 頁以下、村田

和彦「東日本大震災の教訓を踏まえた災害対策法制の見直し−災害対策基

本法、大規模復興法」立法と調査345号128頁以下等を、この改正に至るま

での一連の災害対策基本法の改正の歴史については、武田文男「災害対策

基本法の見直しと今後の課題（ 1）」自治研究88巻12号24頁以下を参照さ

れたい。この改正により、災害応急対策責任者は、災害に関する情報を共

有し、相互に連携して災害応急対策を実施する努力義務を負うことが明記

された（災害対策基本法51条 3 項）。

（ 4）第 2弾の改正

この第 1弾の改正の後、同改正法附則 2条及び衆参両院の災害対策特別

委員会における附帯決議を踏まえて、さらなる検討が政府で行われた。そ

して、防災対策推進検討会議の最終報告（「ゆるぎない日本の再構築を目指

して」）が、同年 7月31日に取りまとめられた。政府は、翌日、内閣府政

策統括官（防災担当）の下に災害対策法制企画室を設置して、この最終報

告を基礎に立案作業を進め、2013年 4 月12日に「災害対策基本法等の一部

を改正する法律案」を閣議決定して国会に提出した。同法案は、同年 6月

17日に全会一致で可決成立し、同月21日に公布された。この改正法の概要

については、岡本正＝山崎栄一＝板倉陽一郎・自治体の個人情報保護と共

有の実務−地域における災害対策・避難支援（ぎょうせい、2013年）64頁

以下（岡本正執筆）、生田長人・防災法（信山社、2013年）78頁以下、210頁

以下、小宮大一郎「災害対策基本法等の一部を改正する法律の概要」自治

体法務研究34号 6 頁以下、伊藤光明「災害対策基本法等の改正」時法1940
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